
解体等工事における事前調査等について
～大気汚染防止法の改正による石綿飛散防止対策の強化～

令和６年　
広島県環境県民局環境保全課

一部、環境省法改正説明資料を抜粋、加工して作成しています。

研修限り



改正後の解体等工事に係る規制概要
※１　特定建築材料： 吹付け石綿(レベル１)、石綿含有断熱材、保温
　　　　材、耐火被覆材(レベル２)、石綿含有成形板等(レベル３)
※２　特定工事・特定粉じん排出等作業
　　：特定建築材料が使用されている建築物・工作物の解体・改造・補修作業

＜凡例＞

青枠：現行制度
赤枠：改正

発注

事前調査（特定建築材料※1の使用有無の調査）（元請又は自主施行者）（第18条の15第1項・第4項）

事前調査結果・届出内容の発注者への説明（元請）（第18条の15第1項）

除去等の措置　・作業基準の遵守

（元請・　　　））（18条の19・18条の20）

事前調査結果の

　・記録の作成・保存（元請・自主施工者）（第18条の15第3項・第4項）
　・都道府県知事への報告（元請・自主施工者）（第18条の15第６項）　

除去等措置違反
第34条第3号

特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存
（元請・自主施工者）（第18条の23第1項・第2項）
作業終了後の発注者への報告・報告書面の保存（元請）（第
18条の23第1項）

下請

解体等工事

事前調査結果の掲示（元請・自主施工者）（第18条の15第５項）

都道府県知事への届出
（発注者・自主施工者）（第18
条の17）

特定建築材料（レベル1～3）あり＝特定工事※2に該当

特定建築材料（レベル1・2）あり

特定建築材料なし

特定建築材料 （レベル3のみ）あり

報告義務違反
虚偽報告
第35条第4号

　下請負人への説明（元請）（第18条の16第3項）

届出義務違反
(第34条第1項第1号)
計画変更命令
(第18条の18)
命令違反
(第33条の2第1項第2号)

作業基準適合命令等
(第18条の21)

命令違反
(第33条の2第1項第2号)

特定粉じん排出等作業※２

除去等の措置



報告の対象（新規則第16条の11第１項） 施行　令和４年４月１日

解体工事
床面積合計80m2以上

建築物の改造・補修工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

工作物※の解体・改造等工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

※環境大臣が定めるものに限る

NEW事前調査結果は都道府県知事等に報告する必要があります。

事前調査結果の都道府県知事等への報告について

事前調査結果の報告対象工作物（令和２年環境省告示第77号）
　　・反応槽
　　・加熱炉
　　・ボイラー及び圧力容器
　　・配管設備（建築物に設ける給水設備等を除く）
　　・焼却設備
　　・煙突（建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く）
　　・貯蔵設備（穀物を貯蔵するための設備を除く）
　　・発電設備（太陽光発電設備及び風力発電設備を除く）
　　・変電設備
　　・配電設備

・送電設備（ケーブルを含む）
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家
・遮音壁
・軽量盛土保護パネル
・鉄道の駅の地下式構造部分の壁
　及び天井板
・観光用エレベーターの昇降路の
　囲い（建築物であるものを除く）
　（R5.10.1～）　　



報告の内容（新規則第16条の11第２項）
　　　都道府県等が事前調査が適切に行われたか判断できるよう、事前調査の方法及び結果の　　　
　　ほか、建築物等の構造、使用されている建築材料の種類など。

※令和４年４月１日から適用

事前調査結果の都道府県知事等への報告について

事前調査結果の報告は原則として、「石綿調査結果報告システム」におい
て行います。
事前調査報告システムを利用は、「gBizID」の登録が必要となります。

gBizID　　https://gbiz-id.go.jp

石綿事前調結果報告システム
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/

※　書面での事前調査結果報告書の様式、記載例は以下のサイトに掲載
　　ecoひろしま～環境情報サイト～
　「５　届出書様式・記載要領、測定記録表　１）大気汚染防止法」
　　https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/e-e1-gaiyo-gaiyo06-1.html
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　09 事前調査結果報告書
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区分 建築物
工作物

特定工作物※ 特定工作物以外

詳細な
区分

－ １ 反応槽
２ 加熱炉
３ ボイラー
　及び圧力容器
４ 配管設備
５ 焼却設備
７ 貯蔵設備
８ 発電設備
９ 変電設備
10 配電設備
11 送電設備

６ 煙突
12 トンネルの天井板
13 プラットホームの
　上家
14 遮音壁
15 軽量盛土保護パネル
16 鉄道の駅の地下式
　構造部分の壁及び
　天井板
17 観光用エレベーター
　の昇降路の囲い　
　（R5.10.1～）

塗料その他の石綿
等が使用されてい
るおそれがある材
料の除去作業を伴
う場合

調査
実施者

(必要な知
識を有する
者)

・建築物石綿含有
　建材調査者
・R5.9.30以前に
　(一社)日本アス
　ベスト調査診断
　協会に登録され
　た者

工作物
石綿事前調査者

建築物石綿含有建材調査者等
または

工作物石綿事前調査者

施行日 R5.10.1～ R8.1.1～

※特定工作物：特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物（令和２年環境省告示第77号）

事前調査の資格要件について



「必要な知識を有する者」になるには…
　　
登録講習機関が実施する講習を受講し、修了する必要があります。

石綿総合情報ポータルサイト　top＞講習会情報
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/

※　申込方法や他の講習については、
　講習実施機関へ問い合わせてください。
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関連情報（HP）
【大気汚染防止法の改正について】
（石綿総合情報ポータルサイト）
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
（環境省HP）
http://www.env.go.jp/air/post_48.html
　○建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル

　　https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

（県HP）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/r02asbesuto-kaisei.html
　○改正法周知用チラシ・リーフレット

【フロン法の改正について】
（県HP）
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/46/r020401kaiseifuron.html

※随時、情報を更新しますのでご確認ください。

http://www.env.go.jp/air/post_48.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/r02asbesuto-kaisei.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/46/r020401kaiseifuron.html


フロン排出抑制法による建物解体時の規制強化について

出典：環境省作成リーフレット「フロン排出抑制法リーフレット（建設・解体業者のみなさまへ）」
（https://www.env.go.jp/earth/furon/files/kensetsukaitaileaflet.pdf）



フロン排出抑制法による機器廃棄時の規制強化について

出典：環境省作成リーフレット「フロン排出抑制法リーフレット（廃棄物・リサイクル業者のみなさまへ）」
（https://www.env.go.jp/earth/furon/files/recycleleaflet.pdf）
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https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/

終


